
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
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基準額の時
期
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福島県 福島市 学校教育課 024-525-3782 ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 230

通常の判定は基準の1.0倍で行うが,(1)中のア,イ,ウ,エ,オ,カ,ケ,コ,
セ等の要件に該当する場合は基準の1.5倍以下まで認める。

15%未満

福島県 会津若松市
教育委員会学校教育課教育振興グ
ループ 0242-39-1303

http://www.city.aizuwakamatsu.fuku
shima.jp/docs/2007080903625/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

福島県 郡山市 学校教育部学校教育推進課 024-924-2431

https://www.city.koriyama.fukushim
a.jp/522000/kyoiku/shugakuenjo.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 324

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額

15%未満

福島県 いわき市
教育委員会事務局　学校教育推進室
学校教育課　就学係 0246-22-1123

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/con
tents/1001000004630/index.html ○

準要保護児童生徒の認定にあたっては,所得要件のみならず,学
校長や民生児童委員から提出される児童生徒の生活状況や世
帯状況に関する所見を踏まえて総合的に審査を行っておりま
す。

10%未満

福島県 白河市 教育委員会事務局　学校教育課 0248-22-1111(内線2362)
http://www.city.shirakawa.fukushima
.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他白河市教育委員会が特に必要と認める者
（特別な事情のため,経済的に困窮している（ex.Ⅰ（１）サ,シ,スの
ような場合や,それに類似する状況　等）　）

15%未満

福島県 須賀川市 教育委員会　学校教育課 0248-88-9168
http://www.city.sukagawa.fukushima
.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 224

その他特別な理由で子供を就学させるのが困難な場合
10%未満

福島県 喜多方市 教育委員会　教育部　学校教育課 0241-24-5316
http://www.city.kitakata.fukushima.j
p ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 課税所得 当該年度

持家294
貸家343 10%未満

福島県 相馬市
相馬市教育委員会　教育部　学校教育
課 0244-37-2185 http://www.city.soma.fukushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 当該年度 377

その他教育長が特に必要と認めるもの
【課税所得等の分類】対象世帯全員年間総収入又は総
所得額で,補償金や給与,年金,失業保険金,児童手当,児
童扶養手当等すべての収入の合計

5%未満

福島県 二本松市 二本松市教育委員会学校教育課 0243-55-5151 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 344 10%未満

福島県 田村市 田村市教育委員会学校教育課 0247-81-1214
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki
/29/shugaku-enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 276 10%未満

福島県 南相馬市 南相馬市教育委員会学校教育課 0244-24-5283 http://www.city.minamisoma.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 278 10%未満

福島県 伊達市 教育委員会教育部学校教育課 024-577-3249
http://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/kosodate/437.html ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 276

教育委員会が特に補助する必要があると認める者
10%未満

福島県 本宮市 教育部幼保学校課学校教育係 0243-24-5445 http://www.city.motomiya.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

当該校長または民生委員が特に援助を必要と認める状態にあ
るもの。 10%未満

福島県 桑折町 学校教育課 024-582-2403 http://www.town.koori.fukushima.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 276 10%未満

福島県 国見町 学校教育課 024-585-2892 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 228 10%未満

福島県 川俣町 学校教育課学校教育係 024-566-2111 http://www.town.kawamata.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

福島県 大玉村 教育総務課 0243-48-3138 https://www.vill.otama.fukushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 鏡石町 教育委員会　教育課 0248-62-3459
http://www.town.kagamiishi.fukushi
ma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 天栄村 教育委員会　学校教育課 0248-82-2118 http://www.vill.tenei.fukushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 下郷町 教育委員会　学校教育係 0241-69-1166 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（1）保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
（２）学用品費等に不自由している者で保護者の生活状態が極
めて悪いと認められる者
（３）経済的理由による欠席日数が多い者（１）～（３）のいずれか
に該当する者で教育長が特に認める者

15%未満

福島県 檜枝岐村 檜枝岐村教育委員会 0241-75-2342 ○ ○ 0%未満

福島県 只見町 教育委員会 0241-82-5320 http://www.tadami.gr.jp/ ○ 1.3 課税所得 当該年度 226 10%未満

福島県 南会津町 教育委員会学校教育課学校係 0241-62-6300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・災害等により学用品,通学用品を紛失,破損,汚損した場合
・教育委員会が援助費の支給が特に必要と認められる場合

15%未満

福島県 北塩原村 教育委員会教育課 0241-23-5237
http://www.vill.kitashiobara.fukushim
a.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 前年度 224

教育委員会が特に援助を要すると認められる者
5%未満

福島県 西会津町
西会津町教育委員会　学校教育課　学
校教育係 0241-45-2216

http://www.town.nishiaizu.fukushima
.jp/2010/9/post-17.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 302 15%未満

福島県 磐梯町 磐梯町教育委員会教育課教育総務係 0242-73-2017
http://www1.town.bandai.fukushima.
jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 猪苗代町 猪苗代町教育委員会　教育総務課 0242-62-5677
http:/www.town.inawashiro.fukushim
a.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 会津坂下町 教育課教育総務班 0242-84-3711
http://www.town.aizubange.fukushi
ma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 湯川村 教育委員会　学校教育係 0241-27-2250 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 278

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭
和37年法律第150号）第２条に基づく激甚災害に伴い,被災地域
から転入・編入した児童生徒。

5%未満

福島県 柳津町 柳津町教育課学校教育班 0241-42-2115 http://yanaizu-ed.net/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 242 5%未満

福島県 三島町 三島町教育委員会　生涯学習課 0241-48-5599 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 金山町 金山町教育委員会 0241-54-5333
http://www.town.kaneyama.fukushi
ma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 昭和村 教育委員会 0241-57-2164 http://www.vill.showa.fukushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

福島県 会津美里町 こども教育課　学校教育係 0242-78-2112

http://www.town.aizumisato.fukushi
ma.jp/s035/020/010/020/20151220
005740.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 228

国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく
国民年金の保険料の減免

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

10%未満

福島県 西郷村 西郷村教育委員会学校教育課 0248-25-2370
http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/
kosodate/gakkokyouiku/zyosei/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 296 15%未満

福島県 泉崎村 教育委員会教育課　学校教育G 0248-54-1533 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他特別な事情のため経済的に困っている方は,地元民生委
員の面接等を行い協議を行う。（※なお,過去に実績はない。）

15%未満

福島県 中島村 学校教育課 0248-52-3483 http://www.nakajima.gr.fks.ed.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 矢吹町 教育振興課 0248-44-4400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 当該年度 320 15%未満
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福島県 福島市

福島県 会津若松市

福島県 郡山市

福島県 いわき市

福島県 白河市

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

福島県 相馬市

福島県 二本松市

福島県 田村市

福島県 南相馬市

福島県 伊達市

福島県 本宮市

福島県 桑折町

福島県 国見町

福島県 川俣町

福島県 大玉村

福島県 鏡石町

福島県 天栄村

福島県 下郷町

福島県 檜枝岐村

福島県 只見町

福島県 南会津町

福島県 北塩原村

福島県 西会津町

福島県 磐梯町

福島県 猪苗代町

福島県 会津坂下町

福島県 湯川村

福島県 柳津町

福島県 三島町

福島県 金山町

福島県 昭和村

福島県 会津美里町

福島県 西郷村

福島県 泉崎村

福島県 中島村

福島県 矢吹町
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○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 その都度 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 毎年度の見直しは行わない 4月 有 毎月の月末 ○ 11,420 ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 特に定まっていない 5月中旬 有 随時。追加認定は１月末申請分まで ○ 11,420 ○ 26,020 26,020 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有
毎月（支給は申請月の翌月分から
開始） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の2月 5月中旬 有

随時（基本的に,毎月月末までの申
請（教育委員会受付）に対し,翌月１
日から認定） ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○ ○

小学校入学保護者説明会時に,就学援助制度につい
て周知

その他 当該年度の5月 6月下旬 有
随時。追加認定は年度の１月末申
請まで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全学校において,入学説明会の時に,就学援助の案
内を配布し,保護者に対して事務職員が制度を説明

その他 当該年度当初の生活保護基準額 5月初旬 有 認定日の属する月初め ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 26,020 26,020 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の10
月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 4月 有 随時 ○ 11,420 10,652 ○ 20,470 17,058

○ ○ ○ ○ その他 必要時 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月中旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ 前年度の1月 6月初旬 有
随時・申請受付処理後,1～2ヶ月で
認定。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の1月 5月初旬 有 申請があった場合に随時。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 4月 有 その都度 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 当該年度当初 7月 有 申請のあった翌月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 その都度 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ その他 変更がある場合は随時 6月初旬 有 必要に応じ,随時追加認定を行う ○ 11,420 ○ 20,470

○

児童生徒数が少なく,就学児童等については把握し
ているため,特に周知は行っていない 前年度の11

月 4月 有 随時

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 10,955 ○ 26,020 16,626 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の2月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の1月 4月 有 随時認定を行っている ○ 11,100 ○ 25,300 ○ 19,900

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 申請のあった月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

小学校入学前に幼稚園を通じて就学援助制度の書
類を配布 前年度の2月 4月 有 2月末までの間で随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の2月 5月初旬 有 追加申請を受けた翌月 ○ 14,780 ○ 25,300 ○ 19,900

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 0 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 3月 有 申請書が提出されてからその都度 ○ 11,420

○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ その他

特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額と同様と
しているため,当該基準額が確定す
る時期 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 前年度8月から9月 4月 有 申請月の翌月１日に認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 4月 有
申請日以降開催の直近の教育委員
会で承認後認定 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ 前年度の2月 5月下旬 有 随時（毎月） ○ 11,420 ○ 20,470

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等



福島県 福島市

福島県 会津若松市

福島県 郡山市

福島県 いわき市

福島県 白河市

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

福島県 相馬市

福島県 二本松市

福島県 田村市

福島県 南相馬市

福島県 伊達市

福島県 本宮市

福島県 桑折町

福島県 国見町

福島県 川俣町

福島県 大玉村

福島県 鏡石町

福島県 天栄村

福島県 下郷町

福島県 檜枝岐村

福島県 只見町

福島県 南会津町

福島県 北塩原村

福島県 西会津町

福島県 磐梯町

福島県 猪苗代町

福島県 会津坂下町

福島県 湯川村

福島県 柳津町

福島県 三島町

福島県 金山町

福島県 昭和村

福島県 会津美里町

福島県 西郷村

福島県 泉崎村

福島県 中島村

福島県 矢吹町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 4 4 4 47 47 3 8 8 1 4 4 4 1 1 1 31 31 0 17 17 17 1 1 1 6 6 0 31 31 31 11 11 2 11 11 0 33 33 33 3 3 2 1 1 0 7 7 7 2 2 1

○ 2,230 ○ 10,678 ○ 1,570 ○ 3,620 2,032

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,490 20,885 ○ 1,570 ○ 2,530

○ 2,230 ○ 0 ○ 5,710 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 36,823 ○ 9,300 8,025 ○ 1,550 ○ 3,570 2,405

○ 2,170 ○ 38,200 ○ 20,600 6,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,230 ○ 6,000 ○ 1,570 ○ 3,620 ○ 2,710

○ 2,230 ○ 100,000 ○ 22,367 ○ 1,570 ○ 1,810

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 2,593

○ 2,230 ○ 21,190 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 ○ 4,759 ○ 1,550 952 ○ 3,570 458 ○ 2,710 642

○ 2,230 1,996 ○ 49,710 ○ 1,550 756 ○ 3,570 1,673

○ 2,230 ○ 23,078 ○ 1,570 1,105 ○ 3,620 1,279

○ 2,170 ○ 22,000 ○ 2,000 ○ 7,000

○ 2,230 ○ 3,700 ○ 1,570 200 ○ 3,620 2,500 ○ 2,710

○ 2,230 ○ 21,490 6,313 ○ 1,570 680 ○ 3,620 2,502

○ 2,230 ○ 1,550 330 ○ 3,570 2,140

○ 2,230 ○ 19,602 ○ 1,570 1,550 ○ 3,570 200 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 6,400 ○ 1,570 ○ 2,310

○ 2,170 ○ 1,510 ○ 1,801

○ 2,230 ○ 60,684 ○ 30,000 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 ○ 24,952

○ 2,230 1,863 ○ 0 ○ 30,283 ○ 1,550 1,283 ○ 3,570 2,000

○ 2,230 ○ 22,604 ○ 1,570

○ 2,230 ○ 25,795 ○ 1,570 1,000

○ 2,170 ○ 20,000 ○ 1,510 ○ 3,470

○ 2,230 ○ 30,000 ○ 1,550 1,130 ○

○ 2,230 ○ 21,490 20,904

○ 2,230 ○ 21,490 21,490

○ ○ 33,000 ○ ○ 1,000

○ 2,230 ○ 21,190 0 ○ 1,550 0 ○ 3,570 0

○ 2,230

○ 2,230 ○ 21,190 0 ○ 1,550 0 ○ 3,570 0 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 22,931 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,550 1,550 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 5,000 ○ 1,550 1,550 ○ 3,620 3,620

○ 2,170 ○ 6,500 ○ 1,510 ○ 3,470

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費通学用品費 通学費



福島県 福島市

福島県 会津若松市

福島県 郡山市

福島県 いわき市

福島県 白河市

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

福島県 相馬市

福島県 二本松市

福島県 田村市

福島県 南相馬市

福島県 伊達市

福島県 本宮市

福島県 桑折町

福島県 国見町

福島県 川俣町

福島県 大玉村

福島県 鏡石町

福島県 天栄村

福島県 下郷町

福島県 檜枝岐村

福島県 只見町

福島県 南会津町

福島県 北塩原村

福島県 西会津町

福島県 磐梯町

福島県 猪苗代町

福島県 会津坂下町

福島県 湯川村

福島県 柳津町

福島県 三島町

福島県 金山町

福島県 昭和村

福島県 会津美里町

福島県 西郷村

福島県 泉崎村

福島県 中島村

福島県 矢吹町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

3 3 0 10 10 10 1 1 1 3 3 0 9 9 9 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 37

・体育実技用具費の対象はスキー用具
・通学費については27年度支給実績なし
・修学旅行費については27年度実績額

通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額については,平成27年度の実績額

支給平均額は,平成２８年度予算に計上した単価

○ 4,570 ○ 3,380

通学費：H28年度予算に計上した単価

・通学費：27年度実績なし
・修学旅行費：修学旅行を実施していない
・校外活動費（宿泊あり,なし）：27年度実績

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380
平均額は２８年度予算単価とした

○ 4,570 1,738 ○ 3,380 3,024
体育実技用具費：実績なし

平均支給額はＨ２７年度の実績額

各費目の平均支給額は,平成27年度実績による

支給平均額は,予算に計上した単価

○ 4,570 2,100 ○ 3,380 3,380

・修学旅行費,校外活動費,生徒会費,PTA会費は27年度実績額

○ 4,570 0 ○ 3,380 3,380
小学校でのクラブ活動費・生徒会費については,保護者負担がないため援助費については支給しなかった

○ 1,100 ○ 2,400

○ 3,290

新入学児童生徒学用品費等は１学年のみ通学用品費は２～６学年のみ

対象者がいないため,実施していない

通学費については支給対象者がいなかったため支給なし

通学用品費：1年生を除く

校外活動費（宿泊を伴うもの）については,実費,年１回を限度とする（限度額３５７０円）

学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)については,１年生で12,610円その他の学年で14,780円

（１）「費目毎の援助額」の実費の「支給平均額」については,H27実績なし,H28執行見込額なし

町単独予算にて,全児童に新入学児童生徒学用品費等,通学費,修学旅行費,校外活動費を補助している

○ 4,570 0 ○ 3,380
対象費目であるが支給実績がないため平均額は０円

･修学旅行費は予算計上額(H27実績6,950円,6,500円/人で予算計上)
・年度途中からの認定の場合,すべての項目で月割計算(新入生の途中認定は新入学用品費は支給せず,通学用品費を月割にて支給)

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



福島県 福島市

福島県 会津若松市

福島県 郡山市

福島県 いわき市

福島県 白河市

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

福島県 相馬市

福島県 二本松市

福島県 田村市

福島県 南相馬市

福島県 伊達市

福島県 本宮市

福島県 桑折町

福島県 国見町

福島県 川俣町

福島県 大玉村

福島県 鏡石町

福島県 天栄村

福島県 下郷町

福島県 檜枝岐村

福島県 只見町

福島県 南会津町

福島県 北塩原村

福島県 西会津町

福島県 磐梯町

福島県 猪苗代町

福島県 会津坂下町

福島県 湯川村

福島県 柳津町

福島県 三島町

福島県 金山町

福島県 昭和村

福島県 会津美里町

福島県 西郷村

福島県 泉崎村

福島県 中島村

福島県 矢吹町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 5 5 5 49 49 1 2 2 1 11 11 11 1 1 1 1 1 0 4 4 4 49 49 1 1 1 0 4 4 4 47 47 3 8 8 1 4 4 4 1 1 1 32 32 0 20 20 20 1 1 1

○ 22,320 ○ 4,065 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 63,665

○ 22,320 ○ ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 57,590 54,679

○ 22,320 ○ 51,940 3,500 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 27,790 ○ 61,740

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 53,480 ○ 56,600 55,564

○ 21,700 ○ 7,300 7,300 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 77,200 ○ 55,900 55,900

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 70,000 ○ 53,640

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 57,590 56,015

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,000

○ 22,320 ○ 51,940 51,940 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 59,231

○ 22,320 21,433 ○ 23,550 22,930 ○ 2,230 2,114 ○ 0 ○ 56,370 55,517

○ 22,320 ○ 51,940 3,157 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 76,706

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 70,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 51,480

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 84,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,133

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 64,530

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 88,511 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,028

○ 22,320 21,764 ○ 37,340 2,261 ○ 23,550 23,243 ○ 2,230 2,166 ○ 0 ○ 53,311

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 72,164

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 52,332

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 80,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 53,700

○ 22,320 ○ 24,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 26,050 ○ 36,300 ○ 22,900 ○ ○ 72,280

○ 22,320 ○ 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 0

○ 22,320 ○ 2,230

○ 22,320 ○ 96,790 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 0

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 59,297

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 58,847

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費通学用品費



福島県 福島市

福島県 会津若松市

福島県 郡山市

福島県 いわき市

福島県 白河市

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

福島県 相馬市

福島県 二本松市

福島県 田村市

福島県 南相馬市

福島県 伊達市

福島県 本宮市

福島県 桑折町

福島県 国見町

福島県 川俣町

福島県 大玉村

福島県 鏡石町

福島県 天栄村

福島県 下郷町

福島県 檜枝岐村

福島県 只見町

福島県 南会津町

福島県 北塩原村

福島県 西会津町

福島県 磐梯町

福島県 猪苗代町

福島県 会津坂下町

福島県 湯川村

福島県 柳津町

福島県 三島町

福島県 金山町

福島県 昭和村

福島県 会津美里町

福島県 西郷村

福島県 泉崎村

福島県 中島村

福島県 矢吹町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

7 7 0 31 31 31 11 11 2 8 8 0 28 28 28 4 4 2 2 2 0 7 7 7 3 3 1 3 3 0 10 10 10 1 1 1 3 3 0 9 9 9 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37

○ 2,270 ○ 6,100 5,160

○ 2,270 ○ 0

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

・体育実技用具費の対象及び上限額及び支給平均額は柔道：7,510円（内支給平均額：3,500円）,剣道：
51,940円（支給予定なし）,スキー：37,340円（内支給平均額：33,000円）
・修学旅行費は27年度実績額

○ 2,240 ○ 6,010 5,500

通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額については,平成27年度の実績額

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

支給平均額は,平成２８年度予算に計上した単価

○ 2,270 ○ 6,100 ○ 29,600 ○ 5,450 ○ 4,190

○ 2,270 ○ 6,010

通学費：H28年度予算に計上した単価

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 0

・通学費：27年度実績なし
・修学旅行費：実績なし
・校外活動費（宿泊あり,なし）：27年度実績額

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190
平均額は２８年度予算単価とした

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 0 ○ 29,600 10,795 ○ 5,450 3,315 ○ 4,190 3,021
校外活動費（宿泊を伴うもの）：実績なし

○ 2,240 535
平均支給額はＨ２７年度の実績額

○ 2,270 2,232 ○ 6,100 0

・各費目の平均支給額は,平成27年度実績による
・校外活動費(宿泊を伴うもの)について,支給実績なし

○ 2,000
支給平均額は予算に計上した単価

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 0 ○ 29,600 ○ 5,450 2,100 ○ 4,190 3,600

・校外活動費（宿泊を伴わないもの）,生徒会費,PTA会費は27年度実績額
・校外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし

○ 2,270 2,270

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 1,700

○ 2,270 2,240 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 4,900 ○ 4,190 3,000

○ 2,270 ○ 2,433 ○ 3,000

○ 2,180 ○ 0 ○ 4,070

○ 2,270 ○ 6,100

・新入学児童生徒学用品費等は１学年のみ通学用品費は２～３学年のみ
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）については平成２８年度,支給なし（保護者負担のある校外活動がないた
め）

対象者がいないため,実施していない

○ 2,240 2,010 ○ 6,010 3,000

通学費については支給対象者がいなかったため支給なし

○ 2,270

○ 2,270 2,270
通学用品費：1年を除く

○ 2,180 ○ 5,840

○ 2,240 1,800 ○
校外活動費（宿泊を伴うもの）については,実費,年１回を限度とする（限度額６０１０円）

○ ○ 2,800
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)については,１年生で23,880円その他の学年で
26,050円

○ 2,240 0 ○ 6,010 0
（１）「費目毎の援助額」の実費の「支給平均額」については,H27実績なし,H28執行見込額なし

町単独予算にて,全生徒に新入学児童生徒学用品費等,通学費,修学旅行費,校外活動費を補助している

○ 2,240 0 ○ 6,010 0 ○ 29,600 0 ○ 5,450 0 ○ 4,190
対象費目であるが支給実績がないため平均額は０円

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,270 ○ 6,010 6,010

○ 2,270 2,270

○ 2,180 ○ 5,840

･修学旅行費は予算計上額(H27実績51,362円。55,000円/人で予算計上)
・年度途中からの認定の場合,すべての項目で月割計算。(新入生の途中認定は新入学用品費は支給せず,
通学用品費を月割にて支給)

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの) 生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



課税所得等
の分類

基準額の時
期
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に掛ける係数（倍
率）及び目安額

係数
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援
助
率
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による
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生活保
護の基
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もの（生
活保護
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自動的
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護の基
準額に
一定の
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活保護
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額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼

食，被服等
が悪い者ま
たは学用

品，通学用
品等に不
自由してい
る者等で保
護者の生

活状態がき
わめて悪い
と認められ

るもの

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働

者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課

税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免

除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶

予

福島県 棚倉町 子ども教育課 0247-33-7881 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 310
教育委員会が特に必要と認めるもの

10%未満

福島県 矢祭町 教育課　学校教育グループ 0247-46-4580
http://www.town.yamatsuri.fukushim
a.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

福島県 塙町 塙町教育委員会　学校教育課 0247-43-4050 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 265 15%未満

福島県 鮫川村
鮫川村教育委員会　教育課　教育総務
係 0247-49-3151

http://www.vill.samegawa.fukushima.
jp/page/page000242.html ○ ○ ○ 5%未満

福島県 石川町 教育課学校教育係 0247-26-9135
http://www.town.ishikawa.fukushima
.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 3年前の年度 261 10%未満

福島県 玉川村 教育委員会 0247-57-4633 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 平田村 平田村教育委員会 0247-55-2969 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 300 10%未満

福島県 浅川町 学校教育課 0247-36-2297
http://www.town.asakawa.fukushima
.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 古殿町 教育委員会 0247-53-3655
http://www.town.furudono.fukushim
a.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 当該年度 237 5%未満

福島県 三春町 教育課　学校教育グループ 0247-62-6310
http://www.town.miharu.fukushima.j
p ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 308 15%未満

福島県 小野町 小野町教育委員会　教育課 0247-72-6780 http://www.town.ono.fukushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

福島県 広野町 教育委員会　学校教育課 0240-27-4166 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 358.9

児童生活の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断して認定
【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

5%未満

福島県 楢葉町 楢葉町教育総務課 0240-23-6190 http://www.town.naraha.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１.国民年金法（昭和34年法律第141号）第89条及び第90条に基
づく国民年金の掛金の減免
２.その他経済的に困窮しており,就学に支障があると認められる
者

0%未満

福島県 富岡町 教育総務課 0240-22-2626 http://www.tomioka-town.jp/ ○ ○

要保護者に準ずる程度に困窮している者で,富岡町教育委員会
が援助費を支給する必要があると認める者

0%未満

福島県 川内村
川内村教育委員会　教育課　教育総務
係 0240-38-3805

http://www.kawauchimura.jp/guide/
info_detail-232.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・その他教育委員会が特に援助する必要があると認めるもの。

15%未満

福島県 大熊町 教育委員会教育総務課 0242-26-3844
http://www.town.okuma.fukushima.j
p/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0%未満

福島県 双葉町 教育委員会教育総務課 0246-84-5210
http://www.town.fukushima-
futaba.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害その他の理由により特に就学に支障があると認められる者

0%未満

福島県 浪江町 浪江町教育委員会事務局学校教育係 0243-62-0301 http://www.town.namie.fukushima.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害救助法の適用をうけているもの
福島第一原発の事故に伴い政府の避難指示・家屋退避指示の
対象となっているもの

0%未満

福島県 葛尾村 葛尾村教育委員会 0240-29-2170 http://www.katsurao.org/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 その他経済的に困窮しており,就学に支障があると認められる者

0%未満

福島県 新地町 教育総務課 0244-62-4477 https://kyoiku.shinchi-town.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 当該年度 223 15%未満

福島県 飯舘村 教育課学校教育係 0244-42-1631
http://www.vill.iitate.fukushima.jp/sa
igai/ ○ 1.2 課税所得 前年度 230 0%未満



都道府県 市町村名

福島県 棚倉町

福島県 矢祭町

福島県 塙町

福島県 鮫川村

福島県 石川町

福島県 玉川村

福島県 平田村

福島県 浅川町

福島県 古殿町

福島県 三春町

福島県 小野町

福島県 広野町

福島県 楢葉町

福島県 富岡町

福島県 川内村

福島県 大熊町

福島県 双葉町

福島県 浪江町

福島県 葛尾村

福島県 新地町

福島県 飯舘村

ケに○をした場合,その内容
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Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

○ 前年度の3月 4月 有 申請の翌月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 前年度及び当該年度（随時） 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 4月 有 申請書を受理した月の属する１日 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 3月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の1月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 5月下旬 有 毎月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の際に保護者に対し説明 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 要綱の改正がない限り変更無し 4月 有 毎月中旬頃,随時 ○ 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有 随時 ○ 12,970 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時認定 ○ 11,420 10,639 ○ 20,470

○

該当者がいなく,要保護・準要保護は支給していない

その他
該当者がいなく,要保護・準要保護
は認定していない その他

該当者がいなく、要保
護・準要保護は認定し
ていない

無

○ 前年度の1月 4月 無

○ ○ ○ ○

制度趣旨等村外の避難者等については,個別通知し
ている。

前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○
該当者がいないため周知していない 前年度の11

月 3月 有 申請の都度随時 ○ 11,420 0 ○ 20,470 0

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 0 ○ 26,020 0 ○ 20,470 0

○ ○ ○

平成27年度に町で認定した世帯へ書類を郵送

前年度の1月 1月 有 年度末まで随時 ○ 11,412 ○ 20,470

○ 前年度の3月 5月初旬 有 申請期間内であれば随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ その他 3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ ○ ○



都道府県 市町村名

福島県 棚倉町

福島県 矢祭町

福島県 塙町

福島県 鮫川村

福島県 石川町

福島県 玉川村

福島県 平田村

福島県 浅川町

福島県 古殿町

福島県 三春町

福島県 小野町

福島県 広野町

福島県 楢葉町

福島県 富岡町

福島県 川内村

福島県 大熊町

福島県 双葉町

福島県 浪江町

福島県 葛尾村

福島県 新地町

福島県 飯舘村

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費通学用品費 通学費

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 10,395 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ ○ 21,490 4,330 ○ 1,570 ○ 3,620 800 ○ 2,710 1,200

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 5,000 ○ 1,570 1,500 ○ 3,620 0 ○ 2,710 600

○ 2,230

○ 2,230 ○ 0 ○ 4,900 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 1,170

○ 2,230 ○ 3,000 ○ 1,550 ○ 2,017

○ 2,230 ○ 5,000 3,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,500

○ 2,230 ○ 5,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 582 ○ 1,570 487 ○ 3,620 1,960

○ 2,230 ○ 14,006 ○ 1,550 713 ○ 3,570 610

○ 21,190 21,190 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 40,614 ○ 1,570 0 ○ 3,620 404

○ 2,170 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0

○ 2,230 0 ○ 21,190 0 ○ 1,550 0 ○ 3,570 0

○ 2,230 0 ○ 39,290 0 ○ 21,490 0 ○ 1,570 0 ○ 3,620 0 ○ 2,710 0

○ 2,220 ○ 17,130 ○ 2,574 ○ 2,574

○ 2,170 ○ 0 ○ 0 ○ 0

○ ○ 20,880 4,409 ○ 1,550 1,021 ○ 3,570 0

○ ○ ○ ○ ○ ○



都道府県 市町村名

福島県 棚倉町

福島県 矢祭町

福島県 塙町

福島県 鮫川村

福島県 石川町

福島県 玉川村

福島県 平田村

福島県 浅川町

福島県 古殿町

福島県 三春町

福島県 小野町

福島県 広野町

福島県 楢葉町

福島県 富岡町

福島県 川内村

福島県 大熊町

福島県 双葉町

福島県 浪江町

福島県 葛尾村

福島県 新地町

福島県 飯舘村

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）

支給平均額が０円の費目については支給実績なし

○ 4,570 2,400 ○ 3,380 2,400

修学旅行費は６学年が該当,校外活動費(宿泊を伴うもの)は５学年が該当

○ 4,570 1,500 ○ 3,380 3,380
「通学費」,「校外活動費（宿泊を伴うもの）」の支給平均額は,支給実績がないため０円

○ 1,800 ○ 4,140
修学旅行費は,参加者全員に対して村補助金として援助している

・実費分については予算計上額
・通学費については対象費目があるものの実績なし

新入学児童生徒学用品費等について,本年度の該当はなし

○ 4,570 2,250 ○ 3,380 2,804
体育実技用具費は支給実績がない

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

当初見込んでいた「修学旅行費」「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」「校外活動費（宿泊を伴うもの）」については該当なし

該当者がいなく,要保護・準要保護は支給していない

対象者がいないため,実施していない

○ 0 ○ 6,000 ○ 0

・支給平均額については就学援助の実績なし
・通学用品費については２年生～６年生が支給対象

○ 4,570 0 ○ 3,380 0

・体育実技用具費は,スキー用具のみである。
・学用品費等すべての費目について平成２７年度の実績なし

・修学旅行実施分のうち,交通費,宿泊費,見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代,医薬品代及び旅行傷害保険料
・校外活動費・実施分のうち,遠足,工場見学,臨海・林間学校等に参加するための交通費及び見学料
・修学旅行費,校外活動費は平成27年度の実績額

・特別支援教育就学奨励費補助金の補助単価を規定として支給しているため,通学用品費の支給は上記学用品費に含む
・支給平均額は平成２７年度実績による
・校外活動費（宿泊を伴うもの）は,実績なし

○ ○ ○

通常の就学援助の基準は,「特別支援教育就学援助費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める補助対象経費の２倍の範囲内



都道府県 市町村名

福島県 棚倉町

福島県 矢祭町

福島県 塙町

福島県 鮫川村

福島県 石川町

福島県 玉川村

福島県 平田村

福島県 浅川町

福島県 古殿町

福島県 三春町

福島県 小野町

福島県 広野町

福島県 楢葉町

福島県 富岡町

福島県 川内村

福島県 大熊町

福島県 双葉町

福島県 浪江町

福島県 葛尾村

福島県 新地町

福島県 飯舘村

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費通学用品費

○ 22,320 ○ 51,940 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 7,510 3,300 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ ○ 57,590 50,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 60,000 ○ 57,590 55,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 58,387

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 53,870

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,000 55,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 45,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 96,790 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 62,245

○ 24,560 ○ 23,550 ○ 57,290 57,290

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,892

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 0

○ 22,320 0 ○ 23,550 0 ○ 2,230 0 ○ 57,290 0

○ 22,320 0 ○ 51,940 0 ○ 23,550 0 ○ 2,230 0 ○ 79,410 0 ○ 57,590 0

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,220 ○ 62,389

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 0

○ 22,320 ○ 23,550 ○ ○ 56,370 56,370

○ ○ ○ ○ ○ ○



都道府県 市町村名

福島県 棚倉町

福島県 矢祭町

福島県 塙町

福島県 鮫川村

福島県 石川町

福島県 玉川村

福島県 平田村

福島県 浅川町

福島県 古殿町

福島県 三春町

福島県 小野町

福島県 広野町

福島県 楢葉町

福島県 富岡町

福島県 川内村

福島県 大熊町

福島県 双葉町

福島県 浪江町

福島県 葛尾村

福島県 新地町

福島県 飯舘村

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの) 生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）

○ 2,270 0 ○ 6,100 0
支給平均額が０円の費目については支給実績なし

○ 2,270 ○ 6,100 0 ○ 29,600 4,400 ○ 5,450 1,560 ○ 4,190 3,600

・体育実技用具費は１学年が該当
・修学旅行費は３学年が該当
・対象費目に実績がない場合は該当なし

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0 ○ 29,600 15,000 ○ 5,450 3,000 ○ 4,190 3,000
「校外活動費（宿泊を伴うもの）」の支給平均額は,支給実績がないため０円

○ 4,500 ○ 5,400 ○ 3,160 ○ 3,200
修学旅行費は,参加者全員に対して村補助金として援助している

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0

・実費分については予算計上額
・通学費・校外活動費（宿泊を伴うもの）については対象品目があるものの実績なし

○ 2,240 ○ 6,010

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0
支給平均額が０円の項目については,対象児童生徒がおらず支給実績がないためである

○ 2,270 2,270

○ 2,270 0 ○ 6,100 0
新入学児童生徒学用品費等と校外活動費（宿泊を伴うもの/伴わないもの）について,本年度は該当なし

○ 2,240 1,958 ○ 6,010 0 ○ 29,600 ○ 5,450 2,658 ○ 4,190 3,433
体育実技用具費,校外活動費（宿泊を伴うもの）は支給実績がない

○ 6,010 6,010 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0

該当者なし

該当者がいなく,要保護・準要保護は支給していない

対象者がいないため,実施していない

○ 0 ○ 0 ○ 12,000 ○ 1,000 ○ 2,000

○ 2,240 0 ○ 6,010 0

・支給平均額については就学援助の実績なし
・通学用品費については２年生及び３年生が支給対象

○ 2,270 0 ○ 6,100 0 ○ 29,600 0 ○ 5,450 0 ○ 4,190 0

・体育実技用具費は,柔道7,510円,剣道51,940円
・学用品費等すべての費目について平成２７年度の実績なし

○ 5,285 ○ 5,285

・修学旅行実施分のうち,交通費,宿泊費,見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代,医薬品代及
び旅行傷害保険料
・校外活動費・実施分のうち,遠足,工場見学,臨海・林間学校等に参加するための交通費及び見学料
・修学旅行費,校外活動費は平成27年度の実績額

○ 0 ○ 0

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 0

・特別支援教育就学奨励費補助金の補助単価を規定として支給しているため,通学用品費の支給は上記学
用品費に含む
・支給平均額は平成２７年度実績による
・校外活動費（宿泊を伴うもの）は,実績なし

○ ○ ○ ○ ○ ○

通常の就学援助の基準は,「特別支援教育就学援助費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要
綱」に定める補助対象経費の２倍の範囲内


